
兵庫県広報紙「GOKOKU県民だより兵庫」広告掲載の業務仕様書

１ 件 名

兵庫県広報紙「GOKOKU県民だより兵庫」(以下「県広報紙」という。)の広告掲

載に関する業務一式

２ 県広報紙の概要

(1) 発行日

令和８年５月号から令和９年４月号までの12回、原則毎月１日発行（１月

号は１月４日、４月号は３月31日）

(2) 規格

タブロイド判左綴じで８ページ（全面フルカラーとする）

毎月１～７面は全県版、８面は地域版とし、１０版切り替え

(3) 発行部数

1,030千部／回

発行部数は令和８年度中の最大見込み部数

(4) 印刷方法

オフセット輪転、全面フルカラー、中質紙49ｇ／㎡程度、

白色度70％以上

３ 期 間 令和８年４月１日～令和９年３月31日

４ 業務内容

(1) 規格

広告掲載面・

広告掲載位置

全県版２～７面および地域版８面の下段に各１枠

ただし１枠を左右均等に２枠に分割することは可。

広告の大きさ 左右245㎜×天地65㎜

広告の色数 フルカラー

枠数 月７枠 年84枠

（令和８年５月号～令和９年４月号）

その他の仕様 ・各広告枠の上から２mm、左から２mmを空けた場所に広告

（BIZ UDゴシック、14ポイント、太字不可）と全ページ

表記を統一して明記すること。

・文字色と背景色のコントラストは十分にとり、文字を読

みやすくなるように工夫すること。

・広告の内容は県広報紙の配布が毎月１日まで（４月号は



３月31日まで)に行われることも考慮すること。

・１月号については１月４日発行

・発行日に変更があった場合は柔軟に対応すること。

(2) 掲載条件

広告料金 一般競争入札により決定。なお、入札金額は年間枠

（84枠）の合計とする。

広告原稿の審

査

県広報紙の校了予定日の12開庁日前までに、広報広聴課

に広告主及び広告紙面案を提出し、了解を得ること。

※審査には数日かかることがあるため、遅滞なく提出す

ること。

広告原稿の入

稿期限

各号、県広報紙の校了予定日の６開庁日前の午後４時

広告原稿の入

稿方法

広告原稿は、広告取扱業者において作成し、出力見本を

添えて完全データで広報広聴課が指定する制作業者に入

稿すること。

※原則、入稿期限後の文字の変更は認めない。

(3) 掲載基準、その他

遵守すべき関係

規定

・GOKOKU県民だより兵庫、ひょうご県議会だより及び県

ホームページ広告掲載基準を遵守するとともに、新規の

広告掲載については、校了予定日の17開庁日前までに広

報広聴課と協議すること。

広告媒体の目的

、性質等に応じ

定める個別の広

告掲載基準

掲載する広告主は、１枠につき１社とする。

その他留意事項 ・広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとし

、広告主の責任及び負担により解決すること。

・広報広聴課から要求がある場合は、広報広聴課と調整

の上規格などの変更等に対応し、その際の広告料の増減

については両者で協議すること。

・広告取扱業者に決定した者とは、別途、広告掲載契約

を締結します。


